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中核市市長会 税制改正要請について 

１ 「令和８年度税制改正に関する要請」の作成過程について 

(1)草案作成
・ 要請案を会員市から募集し，新規・継続・削除事項を検討

・ 要請草案を取りまとめ，役員市に確認を行い作成

(2)原案作成

・ 要請草案に対する意見を会員市から募集し，提出された意見

の反映等について検討 

・ 役員市に確認を行った後，会員市へ原案を提示し，最終調整

２ 「令和８年度税制改正に関する要請（案）」について 

※「令和８年度税制改正に関する要請（案）」（別冊資料参照）

３ 今後の予定について 

１０月３１日（本日） 

１１月１０日（予定） 

中核市市長会議に提案 

政党・政府関係機関への要請活動 

【議事（２）】 
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令和７年１０月３１日

総務省 自治行政局 公務員部 応援派遣室

大規模災害における
被災団体への職員派遣について

【議事(10)-3】
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１．令和７年度の被災市町村への

中長期職員派遣について
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派遣元 派遣先 職種

船橋市 高岡市 土木職

柏市 浪江町 一般事務（移住推進等）

八王子市 金沢市 土木職

横須賀市 金沢市 土木職

金沢市 七尾市 一般事務（公費解体）

金沢市 輪島市 土木職

福井市 輪島市 一般事務（被災者生活再建支援）

福井市 珠洲市 土木職

長野市 射水市 土木職

長野市 珠洲市

一般事務（医療保険、災害廃棄

物処理、土地区画事務）、

土木職

岐阜市 輪島市 土木職

令和７年度被災市町村への中長期職員派遣について①

令和７年度における被災市町村への中長期の職員派遣について、中核市市長会の御理解と御協力を
賜り、下表のとおり、中核市から被災市町に対し職員派遣をいただきました。心より感謝申し上げます。

派遣元 派遣先 職種

函館市 珠洲市 一般事務（支援金給付）

旭川市 七尾市 土木職

青森市 穴水町 一般事務（公費解体）

八戸市 南相馬市 土木職

盛岡市 陸前高田市 一般事務（障害福祉）

盛岡市 能登町 一般事務（災害廃棄物処理）

秋田市 七尾市 保健師

山形市 楢葉町 土木職

福島市 中能登町 一般事務（住宅支援）

郡山市 金沢市 建築職

水戸市 志賀町 一般事務（公費解体）

高崎市 珠洲市 土木職

川口市 富岡町 保健師
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令和７年度被災市町村への中長期長期派遣について②

派遣元 派遣先 職種

豊橋市 高岡市 土木職

豊橋市 中能登町 一般事務（公費解体）

岡崎市 金沢市 建築職、土木職

岡崎市 穴水町 土木職

一宮市 高岡市 土木職

一宮市 金沢市 建築職

一宮市 珠洲市 一般事務（災害廃棄物処理）

豊田市 能登町 土木職

吹田市 輪島市
一般事務（防災、介護保険、障害

福祉）

吹田市 輪島市 土木職

枚方市 双葉町 土木職

尼崎市 穴水町 土木職

派遣元 派遣先 職種

明石市 輪島市 一般事務（用地）、土木職

松江市 珠洲市 一般事務（まちづくり）

倉敷市 珠洲市 一般事務（災害廃棄物処理）

呉市 輪島市 一般事務（公費解体、環境衛生）

福山市 輪島市
一般事務（公費解体、環境衛生）、

土木職

高松市 珠洲市 一般事務（災害廃棄物処理）

高知市 七尾市 土木職

高知市 志賀町 土木職

長崎市 珠洲市 一般事務（制度説明窓口）

鹿児島市 能登町 一般事務（災害廃棄物処理）

鹿児島市 益城町 土木職
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２．令和７年８月６日からの大雨に係る

令和７年度途中での中長期職員派遣

のお願い
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令和７年８月６日からの大雨に係る令和７年度途中での中長期職員派遣のお願い①

○ 令和７年８月６日からの大雨に関し、熊本県内の被災市町から、令和７年度途中
での中長期派遣要望がなされています。

○ 追加派遣要望（次ページ参照）
要望地方公共団体 ７市町（１県）
全国への職員派遣要望人数 ３３名（技術職員３０名、一般事務等３名）

○ 年度途中での災害であることから、職員の採用などが困難な状況となっており、
職員が不足している状況にあります。

○ 各団体におかれましては、これまでも中長期の職員派遣を行っていただいている
ところですが、被災市町の窮状を御理解いただき、令和７年度途中での職員派遣に
ついて御検討をお願いいたします。

○ 令和７年８月６日からの大雨に係る令和７年度途中での中長期職員派遣のお願い

38



災害名 都道府県 被災市町 職種別要望人数 要望人数

令和７年８月６日からの大雨 熊本県

八代市 土木職３名 ３名

上天草市
土木職１名、農業土木職２名、
林業職１名、一般事務等２名

６名

宇城市 土木職９名 ９名

美里町 土木職３名、農業土木職４名 ７名

甲佐町
土木職３名、農業土木職１名、
林業職１名、一般事務等１名

６名

山都町 林業職１名 １名

氷川町 土木職１名 １名

（熊本県計） （３３名）

○ 被災市町別要望内訳

令和７年８月６日からの大雨に係る令和７年度途中での中長期職員派遣のお願い②
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（令和７年度途中での中長期職員派遣）

２－２．被災市町村の現状（熊本県）
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１ 大雨の概要

【気象の状況】8月6日から11日にかけて、前線が九州付近に停滞し、前線に向かって大陸からの西風と太平洋高気圧周辺からの南西風が
合流し、温かく湿った空気が流れ込み大気の状態が非常に不安定となった。県内は記録的な大雨となり、110ミリ以上の
大雨を観測すると発表される「記録的短時間大雨情報」が15回も発表された。

【大雨の状況】10日から11日にかけて、熊本地方を中心に猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、記録的短時間大雨情報が発表された。
  《1時間雨量(8月10日～11日)   》：菊池市菊池で115.5ミリを観測するなど多くの観測点で8月の1位を更新。

岱明、菊池、松島、本渡、八代では年間の観測史上１位を更新。
《1日の降水量 ( 8月 1 1日 )》 :八代市八代で377.5ミリを観測するなど6地点で8月の1位を更新。

山都、甲佐、八代では年間の観測史上１位を更新。
《平 年 8 月 と の 比 較 》：6日間(8月6日～11日)の総降水量は、2地点（熊本、甲佐）で平年の8月の3倍を超え、8地点

（岱明、菊池、松島、八代、益城、三角、宇土、山都）で2倍を超えた。
《特別警報等の発表状況 》：大雨特別警報 7市町、土砂災害警戒情報 25市町村、大雨警報 27市町村

アメダス総降水量の分布図(８月６日～８月１１日)８月１１日１時時点の３時間降水量
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２ 被害の概要

【人的被害（１０月９日 １０時００分時点）】

（死 亡） ４名 熊本市：男性１名
八代市：女性１名
甲佐町：男性１名、女性１名

 （行方不明）１名 熊本市：男性１名

【住家被害（１０月９日 １０時００分時点） 】

（全 壊） ２４棟
（半 壊） ２，５１４棟
（一部損壊） ５，２５６棟
（床上浸水） １，３４８棟
（床下浸水） ３０６棟

人的・住家被害

農林水産業関連被害

公共土木被害

■令和7年8月10日からの大雨による農林水産業関連の被害額は、約854億円（9/25確定）

（１）農業関係 ○農作物等（いぐさ原草や畳表、苗等）計 16億円
○農業施設（機械、園芸施設等） 計 59億円

（２）農地関係 ○農地・農業用施設等 計 605億円（12,169箇所）
（３）林業関係 ○山腹崩壊等 計 177億円（909箇所）
（４）水産関係 ○漁港・漁船等 計 3億円（69箇所）

■公共土木施設 被害件数 2,491件、被害額約 661億円（9/12時点）
（県 工 事）924箇所 316億円
（市町村工事）1,567箇所 345億円
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３ 被害状況

稲生野甲佐（いねおのこうさ）線 横野矢部（よこのやべ）線 国道２６６号

道路関係

農林水産業関係

農地及び排水機場冠水【玉名市大浜町】 農地法面崩壊【菊池市木庭町】 あさり・ハマグリ保護区の柵の破損等【緑川河口】1043



４ 復旧に向けた市町村の取組（令和７年度）

10月 11月 12月 1月 2月 3月

１土木系技術職が関わる
復旧業務

(1)公共土木（道路、河川等
の災害復旧）

(2)農業土木（農地、農業用
施設等の災害復旧

(3)林業（林道、山地崩壊等
の災害復旧）

２事務職が関わる復旧
     業務

(1)税務（固定資産税の評価
額見直し、減免決定）

(2)被災者のための地域支え
合いセンター設置

(3)小規模災害に該当しない
農地・農業施設・林業施
設の復旧事務等
※代表的な事務を記載

災害査定設計書の作成

災害査定の受験 測量設計業務委託・工事発注・工事施工管理

補助率増高申請資料作成

補助率増高申請ヒアリング（県・国）

補助率増高申請書提出

固定資産税減免処理

登記済通知書入力

センターの
立ち上げ

○総合相談窓口（被災者からの各種相談受付）
○仮設住宅に居住する被災者の見守り活動（巡回訪問等）
○仮設住宅入居世帯の孤立防止や退去期限までの住宅再建・生活再建等
の支援 ほか

農家への周知

実績報告（検査等）→ 補助金支払事務

申請受付→交付決定事務

家屋評価

償却資産申告確認

令和７年
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３．令和８年度の被災市区町村への

中長期職員派遣について
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令和８年度の被災市区町村に対する中長期職員派遣概数調査の結果①

○ 被災市区町村に対する概数調査の結果概要（令和７年度７月２５日時点）
（詳細は次ページ参照）
要望市区町村 ２５市町村（５県）
全国への職員派遣要望予定人数 ３７７名

（技術職員２６５名、一般事務等１１２名）
※ 上記に加え、令和７年８月６日からの大雨に関し、熊本県内の被災市町から全国への

中長期職員派遣要望がなされている。

○ 正式な職員派遣要望調査は１０月４日発出、職員派遣依頼は１１月の予定。

○ また、秋頃にかけて総務省と福島県（復興庁福島復興局）・富山県・石川県が
連携して地方公共団体への個別訪問等を実施予定。

○ 令和７年９月１０日付けで、総務大臣から各都道府県知事及び各市区町村長あて
に、中長期の職員派遣についての格別のご協力を賜りたい旨の大臣書簡を発出して
おります。各地方公共団体におかれては、被災市区町村の窮状を御理解いただき、
令和８年度も引き続き、職員派遣の御検討をお願いいたします。

○ なお、上記の全国への職員派遣要望予定人数は、令和７年７月時点の状況であるため、
７月以降の災害発生状況に加えて、今後被災市区町村における職員採用等による独自の
職員確保や、被災都道府県内又は被災都道府県が属する地域ブロック内からの派遣による
職員確保等の調整の結果により、変更となる可能性があります。

○ 概数調査の結果概要及び職員派遣のお願い
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令和８年度の被災市区町村に対する中長期職員派遣概数調査の結果②

○ 要望市区町村 ２５市町村（５県）

○ 全国への職員派遣要望予定人数 ３７７人

○ 令和８年度要望数は、令和７年度比５０人増加。災害別では、令和６年能登半島地震関係の要望が全要望の約８割を占めてい
る。次いで、東日本大震災関係も引き続き要望が多い。また、職種別では、技術職員及び一般事務等ともに要望が多く、そのう
ち技術職員については、特に土木職の要望が多い。

○ 中長期職員派遣概数調査の概要

○ 災害別要望内訳 ○ 職種別要望内訳

災害名 R8人数
※１

R7人数
※２

増減

東日本大震災（平成２３年） ７１名 ７２名 ▲１名

平成２８年熊本地震 ０名 １名 ▲１名

令和２年７月豪雨 １名 ３名 ▲２名

熱海市伊豆山土石流災害
（令和３年）

１名 ２名 ▲１名

令和５年梅雨前線豪雨等 ５名 ２名 ＋３名

令和６年能登半島地震（※３） ２９９名 ２４７名 ＋５２名

合計 ３７７名 ３２７名 ＋５０名

職種名
R8人数
※１

R7人数
※２

増減

技術職員（４業種） ２６５名 １９２名 ＋７３名

土木 １３６名 １０６名 ＋３０名

建築 ５２名 ３５名 ＋１７名

農業土木 ５３名 ３４名 ＋２１名

林業 ２４名 １７名 ＋５名

一般事務等 １１２名 １３５名 ▲２３名

合計 ３７７名 ３２７名 ＋５０名

※１ 上記の全国への職員派遣要望予定人数は、令和７年７月時点の状況であるため、７月以降の災害の発生状況に加えて、今後被災市区町村における職員採用等による独自の職員
確保や、被災都道府県内又は被災都道府県が属する地域ブロック内からの派遣による職員確保等の調整の結果により、変更となる可能性がある。

※２ 令和６年11月18日付け総行派第94号公務員部長通知「令和７年度における被災市区町村に対する中長期の職員派遣等について（依頼）」時点。
※３ 上記要望予定人数のほか、令和６年能登半島地震に係る被災市町から上下水道に係る要望予定人数１００名がある。今後、関係省庁等から各地方公共団体の事業担当課宛てに中
長期派遣について協力依頼がなされる予定。
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令和８年度の被災市区町村に対する中長期職員派遣概数調査の結果③

災害名 都道府県 市町村 職種・人数 人数計
対前年度
増減数

東日本大震災（平成２３年） 福島県

南相馬市 土木 １名、一般事務等 ３名 ４名 ＋１名

楢葉町 土木 １名 １名 ０名

富岡町
土木 ３名、農業土木 １名、
一般事務等 １３名

１７名 ▲２名

大熊町 土木 １名 １名 ▲３名

双葉町
土木 ３名、建築 ３名、
農業土木 ４名、
一般事務等 １３名

２３名 ＋４名

浪江町
土木 ２名、建築 ２名、
農業土木 ２名、
一般事務等 １４名

２０名 ▲２名

飯舘村 建築１名、一般事務等 ４名 ５名 ＋１名

（福島県計） （７１名） （▲１名）

○ 東日本大震災関係では、福島県内の被災市町村において、令和８年度からは「第３期復興・創生期間」を迎え、インフラ復旧
や避難指示区域の解除に伴い、帰還・移住する住民の生活環境の整備等の復旧・復興事業が進められるところであり、これに
従事する職員が不足していることから、引き続き、全国からの中長期職員派遣を必要としている。

○ 被災市区町村別要望内訳（１）

48



○ 令和６年能登半島地震関係では、富山県及び石川県内の被災市町において、復旧・復興事業が本格化しており、当該事業に従
事する職員が不足していることから、技術職員を中心に、引き続き、全国からの中長期職員派遣を必要としている。

○ 熱海市伊豆山土石流災害（令和３年）関係では、静岡県内の被災市、令和２年７月豪雨、令和５年梅雨前線豪雨等関係では、
福岡県内の被災市村においても、職員が不足していることから、引き続き、全国からの中長期職員派遣を必要としている。

令和８年度の被災市区町村に対する中長期職員派遣概数調査の結果④

災害名 都道府県 市町村 職種・人数 人数計
対前年度
増減数

令和６年能登半島地震 富山県

富山市 土木 ２名 ２名 ０名

高岡市 土木 ３名、建築 １名 ４名 ＋３名

氷見市 土木 ３名、農業土木 ２名 ５名 ▲ ３名

射水市 土木 １名 １名 ＋１名

（富山県計） （１２名） （＋１名）

令和６年能登半島地震 石川県

金沢市 建築 １名 １名 ▲ ２名

七尾市
土木 １５名、建築 ４名、
農業土木 ３名、一般事務等 ７名

２９名 ＋１０名

輪島市
土木 ３５名、建築 ９名、
農業土木 １６名、林業 ６名、
一般事務等 １４名

８０名 ＋４４名

珠洲市
土木 ２３名、建築 １５名、
農業土木 ９名、林業 ８名、
一般事務等 １６名

７１名 ＋１名

羽咋市 土木 ２名、農業土木 １名 ３名 ▲ ３名

かほく市 土木 ３名、一般事務等 ３名 ６名 ＋３名

○ 被災市区町村別要望内訳（２）
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令和８年度の被災市区町村に対する中長期職員派遣概数調査の結果⑤

災害名 都道府県 市町村 職種・人数 人数計
対前年度
増減数

令和６年能登半島地震 石川県

内灘町
土木 ３名、建築 １名、
一般事務等 ３名

７名 ＋３名

志賀町
土木 ６名、農業土木 ３名、
林業 １名、一般事務等 ６名、

１６名 ▲４名

穴水町
土木 １０名、建築 ７名、
農業土木 ５名、林業 ４名、
一般事務等 ７名

３３名 ＋１５名

能登町
土木 １６名、建築 ８名、
農業土木 ５名、林業 ３名、
一般事務等 ９名

４１名 ▲１１名

(今年度要望なし

団体分) ▲５名

（石川県計） （２８７名） （＋５１名）

熱海市伊豆山土石流災害（令和３年） 静岡県 熱海市 土木 １名 １名 ▲１名

（静岡県計） （１名） （▲１名）

令和２年７月豪雨 福岡県 大牟田市 土木 １名 １名 ＋１名

令和５年梅雨前線豪雨等 福岡県
朝倉市 農業土木 ３名 ３名 ＋２名

東峰村 土木 １名、農業土木 １名 ２名 ＋１名

（福岡県計） （６名） （＋４名）

（熊本県計） （０名） （▲４名）

合計 ５県 ２５市町村 ３７７名 ＋５０名

○ 被災市区町村別要望内訳（３）
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【参考】関係省庁と連携した中長期派遣に係る調整について（令和６年能登半島地震関係）

○ 被災地方公共団体からの中長期職員派遣要望については、「総務省、全国市長会及び全国町村会による被災市区町村に対する
中長期の職員派遣制度」及び「復旧・復興支援技術職員派遣制度」に基づき、全国知事会、全国市長会、全国町村会及び指定都
市市長会と連携し調整しているが、令和６年能登半島地震関係の一部の要望事業については、関係省庁と連携して調整している。

○ 関係省庁と連携した派遣調整

要望事業（一部） 関係省庁

一般事務等（保健師、管理栄養士） 厚生労働省

農業土木、下水道（農業集落排水） 農林水産省

林業 林野庁

土木（漁港）、下水道（漁業集落排水） 水産庁

土木・建築（液状化に係る地籍再調査、市街地整備等）
上水道※、下水道※

国土交通省※

下水道（浄化槽）、一般事務等（公費解体） 環境省

※ 上水道については日本水道協会、下水道については日本下水道協会も調整に関係している。
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（令和８年度の中長期職員派遣）

３－２．被災市町村の現状（福島県）
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福島県内被災市町村への
応援職員派遣のお願い

【東日本大震災・原子力災害からの復旧・復興】

• 原子力災害被災地域では、令和５年11月までに特定復興再生拠点区域において避難
指示が全て解除され、同年には「特定帰還居住区域制度」が創設されて計画が順次
認定されるなど、住民の帰還実現に向けた取組が行われています。

• 一方で、避難指示解除の時期によって、原子力被災市町村の中でも、地域ごとに復
興のスピードや進捗が大きく異なり、これからより本格的な復興が始まる市町村も
あります。

• 全国的な自治体職員の不足という状況は重々承知しているところですが、被災市町
村は通常業務に加えて復興業務に取り組んでおり、より厳しい状況はまだまだ続い
ていきます。

• つきましては、全国の皆様のお力添えがまだまだ必要となります。ご協力のほど何
卒宜しくお願い致します。

問合せ先

福島県 総務部 市町村行政課（担当：安田、楠本、橋本）
E-Mail:shichouson_gyousei@pref.fukushima.lg.jp
TEL:024-521-7137
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1. 平成23年３月 事故発生 →  避難指示・屋内退避の指示

2. 平成23年４月

・ 警戒区域 （福島第一から半径20km）

【原則立入禁止、宿泊禁止】

・ 計画的避難区域 （放射線量が20mSv/yを超える区域）

【立入可、宿泊原則禁止】

・ 緊急時避難準備区域 （福島第一から半径30km）

【避難の準備、立入可、宿泊可】

3. 平成23年９月 緊急時避難準備区域の解除

4. 平成23年12月 冷温停止状態の確認 ⇒ 避難指示区域の見直しを開始

５．避難指示区域の見直しの実施

・帰還困難区域 （放射線量が50mSv/yを超える区域）
【原則立入禁止、宿泊禁止】
※平成27年６月19日以降、一部事業活動可

・居住制限区域 （放射線量が20mSv/y～50mSv/yの区域）
【立入り可、一部事業活動可、宿泊原則禁止】

・避難指示解除準備区域 （放射線量が20mSv/y以下）
【立入り可、事業活動可、宿泊原則禁止】

平成25年８月、避難指示区域の見直しを完了

平成23年４月22日時点
（事故直後の区域設定が完了）

平成25年８月
（区域見直しの完了時点）

６．避難指示の解除
平成26年以降、避難指示の解除が進み、令和２年３月までに帰還困難区
域を除く全ての地域で解除済み（面積では、区域見直し完了時点から、約
７割が解除済み）。

令和７年７月29日
（葛尾村の特定帰還居住区域認定時点）

※南相馬市及び葛尾村の特定帰還居住区域については、個人宅の特定につながるため非公表。

避難指示の設定と見直しの経緯
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帰還困難区域と特定復興再生拠点区域

飯舘村

令和5年5月解除

約186ha

浪江町

令和5年3月解除

約661ha

大熊町

令和4年6月解除

約860ha

葛尾村

令和4年6月解除

約95ha

双葉町

令和4年8月解除

約555ha

富岡町
令和5年4月(夜の森・大

菅地区)、11月(小良ヶ

浜・深谷地区内)解除

約390ha

帰還困難区域

特定復興再生拠点区域

特定帰還居住区域

常磐自動車道

国道・県道

JR常磐線

【帰還困難区域】
• 年間積算線量が20ミリシーベルトを下回

らないおそれのある区域。

• 原則立入禁止。

【特定復興再生拠点区域】
• 帰還困難区域内に、避難指示を解除し
て居住を可能とするものとして定められる
区域。

• 令和５年11月までに、全ての特定復興
再生拠点区域の避難指示が解除。

⇒ ようやく、帰還困難区域内の一部に、
住民の皆様が帰還・居住できるように
なった。

凡例（他の市町村も同様）

➢ 双葉町において、令和4年8月に特定復興再生
拠点区域の避難指示が解除されたことを示す。

➢ 「約555ha」は、解除された区域の面積。

20km
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【計画認定の効果】

◆ 認定計画に従って除染や廃棄物の処理を国が実施（費用は国の負担）

◆ 帰還困難区域では適用できなかった制度等を適用可能

（参考）特定復興再生拠点区域

④（計画認定から５年を目途）
整備が概ね終了、避難指示解除へ

①市町村が計画を作成

②内閣総理大臣による計画認定

③計画に基づく整備事業の実施

例：双葉町（2022年8月30日解除）

2017年5月、福島特措法の改正により、将来にわたって居住を制限するとされてきた帰還困難区域内に、
避難指示を解除し、居住を可能とする「特定復興再生拠点区域」を定めることが可能となった。

➢ 市町村長は、特定復興再生拠点区域の設定及び同区域における環境整備（除染やインフラ等の整備）に
関する計画「特定復興再生拠点区域復興再生計画」を作成。

➢ 同計画を内閣総理大臣が認定し、復興再生に向けて計画を推進。

特定復興再生拠点区域

帰還困難区域

【計画の認定基準】

区域の条件に該当

・除染により放射線量が概ね５年以内に避難指示解除に支障ない基準以下に低減
・地形や従前の集落の状況等から帰還する住民の生活や地域経済の再建等の拠点となる区域として適切
・既存の公共施設等の立地等を踏まえ、効率的整備が可能な規模

復興再生への寄与
・計画の目標が住民の帰還意向等を踏まえて適確
・計画で想定した土地利用の実現可能性が十分に見込まれる

円滑かつ確実な実施 ・計画に記載された事業が具体的かつスケジュールが適切
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【自治体集計時点】
令和７年６月30日：南相馬市、楢葉町、大熊町、双葉町、浪江町
令和７年７月１日：富岡町、飯舘村

市町村名 住基人口 居住人口 居住率
帰還困難区域の

有無

南相馬市 55,217 52,571 95.2％
有

うち旧避難指示区域
（小高区・原町区）

6,618 4,331
※旧避難指示区域のみ

65.4％

楢葉町 6,368 4,482 70.4％ ー

富岡町 11,141 2,675 24.0% 有

大熊町 9,911 1,039 10.5％ 有

双葉町 5,177 185 3.6％ 有

浪江町 14,353 2,366 16.5％ 有

飯舘村 4,427 1,509 34.1％ 有

令和８年度に中長期の職員派遣を要望している市町村の居住状況

（出典：自治体公表資料等を基に福島復興局作成） 57



【今後の取組】
• 帰還者向けの住まいの確保や町内における幼稚園・小中学

校の整備等、生活環境の整備。
• 商業施設等の整備・再開や水路等の農業基盤の整備や営農

再開支援などの産業の振興。
など

被災市町村の状況

【経緯】
• 平成29年3月に全ての避難指示解除準備区域及び居住制

限区域の避難指示が解除。
• 令和5年3月に特定復興再生拠点区域の避難指示が解除。
• 令和6年1月16日に「特定帰還居住区域復興再生計画」が

認定され、令和6年6月20日から除染等に着工しており、令
和11年12月31日までに完了する計画。

• 令和7年6月末時点の居住率は16.5％。

【今後の取組】
• 令和12年度に完成予定の福島国際研究教育機構（F-

REI）周辺の浪江駅西地区の本格的な環境整備。
• 「ゼロカーボンシティ宣言」、「なみえ水素タウン構想」を発表し、

福島新エネ社会構想や水素社会実現の先駆けとなるような
復興まちづくりへの取組。

など

【経緯】
• 令和2年3月に全ての避難指示解除準備区域の避難指示が

解除。
• 令和4年8月に特定復興再生拠点区域の避難指示が解除

（町内での役場業務は同年９月５日から開始された）。
• 令和5年9月29日に「特定帰還居住区域復興再生計画」が

認定され、令和5年12月20日から除染等に着工しており、令
和11年12月31日までに完了する計画。

• 令和7年6月末時点の居住率は3.6％。

例：富岡町

【今後の取組】
• ニーズに応じた住環境の確保や交通・アクセスの充実、後期中等

教育の再開及び高等教育環境の整備など町内生活「質」の向
上に向けた取組。

• 小中学校の整備などの子育て世代・若年層の受入態勢や企業
誘致を通じた産業集積及び雇用創出、交流・関係人口の拡大
など帰還と移住のさらなる促進。

など

【経緯】
• 平成29年4月に全ての避難指示解除準備区域及び居住制

限区域の避難指示が解除。
• 令和5年4月に特定復興再生拠点区域の避難指示が解除。
• 令和6年2月16日に「特定帰還居住区域復興再生計画」が

認定され、令和6年9月5日から除染等に着工しており、令和
11年12月31日までに完了する計画。

• 令和7年7月始め時点の居住率は24.0％。

例：浪江町

例：双葉町
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（令和８年度の中長期職員派遣）

３－３．被災市町村の現状（富山県）
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01 能登半島地震における被災状況

氷見市

射水市

富山市

令和６年能登半島地震
・発生時刻
令和６年１月１日16時10分

・震源地
石川県能登地方

・地震の規模
マグニチュード7.6

・県内震度
震度５強（６市１村）
震度５弱（３市３町）
震度４ （１市１町）

※本県では、観測史上初めて
震度５強を観測

高岡市

富 山 県

石
川
県

液状化など特に被害が甚大なエリア

富山県

元気とやまマスコット
きときと君
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能登半島地震における被災状況

道路被害（ひび割れ、隆起、陥没など）建物被害（倒壊、沈下、傾斜など）

01

液状化被害（住宅地、道路などでの液状化） 下水道被害（漏水、マンホールの隆起など）
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能登半島地震における被災状況

漁港被害（ひび割れなど） 農地・農業施設被害（農業用用水路、堤体の損傷など）

01

〇復旧・復興を最優先に取り組んでいますが、被害は広範囲
かつ甚大であり、被災市職員だけでは対応が困難です。

〇県や被災市においても人材確保に取り組んでいますが、それ

だけでは必要な職員の充足が難しい状況です。

復旧・復興を止めないために
職員派遣による支援をお願いします。

62



復旧・復興の状況

取組
R5
年度

R6年度 R7年度 R8年度 R9年度

被災した道路の
早期復旧

被災した下水道
の早期復旧

被災した家屋の
早期復旧

公共インフラの液
状化対策

応
急
対
応

災
害
査
定

復旧工事

応
急
対
応

災
害
査
定

復旧工事

応
急
対
応

災
害
査
定

復旧工事
※液状化工事の進捗度によりR9年度以降も

復旧工事に時間がかかる可能性大

被害状況
の把握

地盤条件や地域特性を踏まえ、適合性を確
認、合意できたものから順次実施

対策方
針・工法
の検討

【氷見市】Ｒ９年度以降も復旧工事に時間がかかる見込み

※各被災市の各分野において、R8年度末までの復旧完了を目標とするロードマップを策定し、全力で復旧に取り組んでいるところですが、

甚大な被害及び技術職員不足等により、計画通りに復旧が進まず、R9年度まで工事完了に時間を要する可能性があります。

03

●復旧・復興のロードマップ
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（令和８年度の中長期職員派遣）

３－４．被災市町の現状（石川県）
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令和６年能登半島地震の概要

:震度7

:震度6強

:震度6弱

:震度5弱

:震度5強

:震度4

＜人的・住家被害の状況＞ R7.9.30時点
死者 653人

直接死 228人
→圧死(約4割)、窒息・呼吸不全(約2割) 、

低体温症・凍死(約1割)など

災害関連死 425人
→環境変化による肉体的・精神的負担、既往症の悪化など）

行方不明者 2人
負傷者 1,272人（うち重傷 396人）
住家被害 116,411棟（うち全壊 6,167棟）

志賀町

輪島市

七尾市

７
6
＋

6
＋

6
＋

6
＋７

6
ー

5
＋

5
＋

5
＋

5
－

5
－

5
＋

5
－

5
＋

5
＋

5
＋

珠洲市

穴水町

能登町

令和6年1月1日 午後4時10分 発生
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令和６年奥能登豪雨の概要

:大雨特別警報

:大雨警報

令和6年9月21日
• 輪島・珠洲で観測史上最大の降雨
• 県内初となる大雨特別警報の発表

＜人的・住家被害の状況＞R7.9.19時点
死者 19人

直接死 16人
→水害による溺死、土砂災害による圧死など

災害関連死 3人
→環境変化による肉体的・精神的負担

行方不明者 0人
負傷者 47人（うち重傷 2人）

住家被害 1,901棟（うち全壊 82棟）

珠洲市

輪島市

志賀町 穴水町

七尾市

中能登町

羽咋市
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令和６年能登半島地震の被害

＜土砂崩れ＞ ＜津波＞ ＜火災＞

＜地盤隆起＞ ＜液状化＞＜家屋倒壊＞

内灘町西荒屋地内

輪島市河井町地内能登町白丸地内穴水町川島地内

輪島市鹿磯漁港 珠洲市三崎町地内
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被災市町の復旧・復興の見通し

〇被災市町では、今年度前半までの本格復旧工事の発注済み割合は各分野で低調
〇今年度後半から来年度以降にかけては、本格復旧工事の発注が大幅に増加予定であり、
さらに多くのマンパワーが必要となる見込み

〇特に、被害が大きく地理的なハンデの大きい奥能登地域や全国でも類を見ない大きな液状
化による側方流動のあった口能登地域においては、復旧・復興には相当な年数がかかる見込
みであり、是非、全国の自治体の皆様からの継続的な応援職員の派遣をお願いしたい。

土木職関連の事業の進捗 建築職関連の事業の進捗 農業土木職関連の事業の進捗 林業職関連の事業の進捗

発注見込み
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（令和８年度の中長期職員派遣）

３－５．スケジュール、大臣書簡など
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令和８年度の被災市区町村に対する中長期職員派遣に係るスケジュール（予定）

令和７年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

派遣依頼
11月中旬

第1次締切
12月上旬

第2次締切
1月中旬

令和8年度
概数要望照会

（～令和6年度災害）

オンライン
説明会

大臣書簡
発出

令和8年度
要望照会

（～令和7年度災害）

オンライン
説明会

個別訪問等
（都道府県・指定都市・中核市・特別区）

随時、関係省庁・関係団体との情報共有・働きかけ 等

（参考）10月中旬～
令和７年度途中での中長期職員派遣調整を実施
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被災地に対する人的支援に関する総務大臣書簡（市区町村長宛）
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被災地に対する人的支援に関する総務大臣書簡（市区町村長宛）

※都道府県知事宛てにもお送りしています。
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（派遣要請）

被
災
市
区
町
村

被

災

都

道

府

県

総
務
省

全
国
市
長
会
・

全
国
町
村
会
・

指
定
都
市
市
長
会

全
国
市
区
町
村

全国都道府県

（派遣申出）

【
市
区
町
村→

市
区
町
村
支
援
】

【都道府県→市区町村支援】

① 被災都道府県において、当該都道府県からの
職員派遣及び都道府県内市区町村への派遣要請
を行う。
② 需要が充足されない場合、地域ブロック内の
都道府県及び市区町村に派遣要請を行う。

③ ②をもってなお需要が充足
されない職員数について、
被災都道府県が総務省に対し、
派遣要請を行う。

○ 大規模災害からの復旧・復興に必要な、被災市区町村に対する中長期の職員派遣については、
全国市長会・全国町村会・指定都市市長会の協力を得て、全国の地方公共団体に対して派遣を要請

総務省・全国市長会・全国町村会・指定都市市長会による被災市区町村に対する中長期の職員派遣制度
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